
福島市告示第２４号  

 

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定による事業

の廃止の届出があったので、児童福祉法第２１条の５の２５第１項第２号の規定に基づき、

次のとおり告示する。  

 

 

 

 令和７年２月２日 

 

 

福島市長 馬場 雄基 

 

 

 


